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被災者生活再建支援法の申請手続きの流れ 
 

新潟県県民生活・環境部防災局  

危機管理防災課  

 

 

１ 最初の申請 

 

概算支給申請のみ 
精算支給申請のみ 

（１回で終わりです）
両方行う 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

    

被災者生活再建支援金支給申請書 （総括申請及び概算支給申請

用）（別紙様式第７号①）の提出 

Ⅰ～Ⅴ 

（Ⅳは居住関係経費

を申請する場合） 

Ⅰ～Ⅳ 

（Ⅳは居住関係経費

を申請する場合） 

Ⅰ～Ⅴ 

（Ⅳは居住関係経費

を申請する場合） 

 

    

 

 

 

 

被災者生活再建支援金支給申請書（精算支給

申請用）兼使途実績報告書（別紙様式第８号

①）の提出 

 

支給申請欄（チェック

欄上側）にチェック 

支出済品目等に係る

Ⅰ～Ⅲの部分 

 

支給申請欄（チェック

欄上側）にチェック 

支出済品目等に係る

Ⅰ～Ⅲの部分（概算支

給申請部分は記入し

ない） 

 

 

＜市町村担当者の方へ＞ 

・ 最初の申請時には、「被災者生活再建支援金支給申請書チェック表(市区町村用)」を提出してください。 

・ 市町村において、(財)都道府県会館指定の様式に世帯主名、住所、振込先、支給限度額、支給金額等の

一覧表の作成をお願いします。 

事例１ 事例２ 事例３ 
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２ ２回目以降の申請 

 

概算支給申請 

のみ 

精算支給申請 

のみ 
両方行う 

 

  

 

 

   

 

  

 

被災者生活再建支援金

支給申請書（総括申請

及び概算支給申請用）

（別紙様式第７号①）

の提出（１回目の支給

通知に記載された支給

番号、申請年月日、申

請者氏名、押印等は必

須 

被災者生活再建支援金

支給申請書（総括申請

及び概算支給申請用）

（別紙様式第７号①）

の提出（１回目の支給

通知に記載された支給

番号、申請年月日、申

請者氏名、押印等は必

須 

Ⅴ（今回の申請項目） 

（Ⅰ～Ⅳは最初の申請

時と変わった場合に記

入） 

Ⅴ（今回の申請項目） 

（Ⅰ～Ⅳは最初の申請

時と変わった場合に記

入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

被災者生活再建支援金支給申請書（精算支給

申請用）兼使途実績報告書（別紙様式第８号

①）の提出 

 

支給申請欄（チェック

欄上側）にチェック 

支出済品目等に係る

Ⅰ～Ⅲの部分 

 

支給申請欄（チェック

欄上側）にチェック 

支出済品目等に係るⅠ

～Ⅲのうち今回の申請

項目（概算支給申請部

分は記入しない） 
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３ 使途実績報告 

 

概算支給のみ 精算支給のみ   両方支給 
 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

精算支給 

品目等 

改めて手続き不要 

申請時に実績報告済み 

 

 

 

 

 

概算支給 

品目等 

被災者生活再建支援金支給申請書（精算支給申請用）兼使途実績

報告書（別紙様式第８号①）の提出  

 

 

使途実績報告欄（

チェック欄下側）

にチェック 

支出済品目等に係

るⅠ～Ⅲの部分 

 

 

 

 

支給申請欄及び使途

実績報告欄（チェック

欄双方）にチェック 

支出済品目等に係る

Ⅰ～Ⅲの部分（概算支

給品目のみ） 

 

 

 

 

 

事例１－１ 事例３－１ 事例２ 


